
令和５年度第５回福岡市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時及び場所 

（１）日時   令和５年７月１１日（火） 開会 午後 ２時３０分 

閉会 午後 ３時１７分 

（２）場所   鮮魚市場会館 第１会議室 

２ 出席委員及び欠席委員氏名・人数 

（１）出席委員

中村 光明 城戸 武稔 髙木 智代 柴田 清治 髙田 茂美 

下司 弘 川嶋  仁 久保 篤美 安河内 弘実 角 徹 

笠 康雄 牛尾 憲一 宗 義治 甲斐  諭 中村 美佐子 

馬男木 節 袈裟丸 宏二 久保田 喜一 奥村 幸一 

以上 １９ 名 

（２）欠席委員

なし 

以上   ０ 名 

３ 総会に附した議題及び審議の内容 

別紙記載のとおり 

４ 動議及び提案者の氏名 

（１）動議の内容

なし

（２）提案者 

 なし 

５ 議事録署名人に指名された委員の氏名 

柴田 清治    髙田 茂美 

６ 書記氏名 

  磯部  敦    若松 弘恵 

７ 総会に出席した関係人の氏名 

  なし 

８ 農地利用最適化推進委員出席者 

宮本 雅秀 長 泰壽 川添 雅秀 曽根嵜 裕 城戸 憲一 

中村 和久 大神 達雄 坂口 泰三 角 一三 福島 洋一 

緒方 清文 安永 明弘 西嶋 愼二 菰田 茂孝 三笘 義則 

髙宮 秀之 山下 昌昭 薦田 文昭 大神 伸雄 大神 常夫 

三苫 一美 冨田 一夫 西  康晴

９ 事務局出席者 

青木 功 古島 美保 手嶋 誠二 岡﨑 麻子 國武 雅也 

志藤 伸一 桑野 綾子 波多江 政憲 宮原 信彦 
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議    長 

 

それでは、ただいまより、令和５年度第５回福岡市農業委員会総会を開会

いたします。 

農業委員定数１９名中１９名が出席されており、定足数を満たしておりま

すので、総会は成立いたします。 

本日の議事は、議案が１８件、報告事項が６件となっております。 

議事運営につきまして、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の総会の議事録署名人について、「柴田 清治 

委員」と「髙田 茂美 委員」を指名します。本日の総会は、改選後、初めて

農業委員と推進委員が一同に会する総会となりますので、皆さまどうぞよろ

しくお願いします。 

 

 議題第１号 

「農地法第３条の規定による許可申請」について 

 

議    長 

 

審議事項の議題第１号「農地法第３条の規定による許可申請」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（議案第１号から第４号について、資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第５号及び第６号について、資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第１号から第６号について、現

地調査をされた推進委員にご意見を伺います。 

議案第１号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月３日に現地を見てきました。譲受人はレモンを作るという計画です

が、許可後にすぐ耕作を始められる状況と認識しております。なお譲受人は、

新規就農者でありますが、営農計画等を事前審査会において確認しており、

前任の推進委員より問題なかったと聞いております。以上のことよりこの許

可申請の内容に問題はないと思います。 

 

議    長 

 

議案第２号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月３日に現地調査を行い、申請者と会いました。農地の状況は若干荒れ

ておりましたけれど、整地すればすぐにでも耕作できるような状況でありま

した。特に問題ないと思います。 

 

議    長 議案第３号について、担当区域の推進委員お願いします。 
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推 進 委 員 

 

７月６日に農業委員、他の推進委員、地元水利の関係者２名及び譲受人夫

婦で現地調査しております。申請地の北側に譲渡人の家があり、それに付随

する田ということになります。地域との調和という点で、周りに配慮し草刈

はその都度こまめに行い、農薬散布は風向きに注意を払い行う。また、何か

支障がある場合は、地元の農事組合長に連絡し対応するということを確認し

ております。問題なしと思います。 

 

議    長 

 

議案第４号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

申請地は私の田に隣接しているため、普段からよく見ており、状況も存じ

ております。また、譲受人と譲渡人も昔からよく知っております。何の問題

もないと思います。 

 

議    長 

 

議案第５号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月１日に現地調査をしました。申請は親子間の所有権の移転で、継続し

て営農するということです。譲受人は担い手として地域で活躍している方で

すので、特に問題なしと考えます。 

 

議    長 

 

議案第６号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

事務局の説明のとおり問題はありませんが、作付けを毎年されていない農

地が周辺に多いので、まず作付けしやすい環境を作ってから申請をしていた

だきたいとは思いますが、売買による所有権移転について、農地法上の問題

は見られません。 

 

議    長 事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、この許可申請

についてご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 それでは、議案第１号から第６号について一括して採決を行います。 

議案第１号から第６号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（賛成多数） 

 

議    長 賛成多数ですので、議案第１号から第６号は原案どおり可決しました。 
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 議題第２号 

「農地法第４条第１項の規定による許可申請」について 

 

議    長 次に、議題第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第７号について、資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第７号について、現地調査をさ

れた推進委員にご意見を伺います。 

議案第７号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月３日に申請人とその父親立会いの下、現地調査を行いました。問題は

ないと思います。 

 

議    長 

 

事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、この許可申請

についてご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 

 

それでは、採決を行います。 

議案第７号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので、議案第７号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第３号 

「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について 

 

議    長 次に、議題第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第８号から第１２号について、資料により説明） 

 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました、議案第８号から第１２号について、

現地調査をされた推進委員の方にご意見を伺います。 

議案第８号及び第９号について、担当区域の推進委員お願いします。 
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推 進 委 員 

 

まず議案第８号について、７月１日に農事組合と一緒に現地調査を実施し

ました。この畑は５０年以上譲渡人が自己管理されておりましたが、農道も

整備されておらず、農業機械も入れないような状況でした。譲渡人も高齢で

管理も難しくなり、かねてから畑を売りたいという希望もありました。周り

の農地に与える影響はないと思います。 

次に議案第９号について、６月・７月に農業委員及び事務局とともに、２

回にわたり調査しております。２回目には譲受人も来ております。申請地に

４階建ての特別養護老人ホームの申請ということで、苗に与える影響、特に

日照の問題ですが、夏至を含む稲作の時期にどのような影響があるのか、は

っきりした判断基準がない状況での審査でした。そんな中、農業委員・推進

委員としては、「稲作に与える影響がないとは言えない」と考えました。その

後、隣接する３筆の農地の所有者と譲受人が調整し、稲作並びに農作物に与

える影響が出た場合は補償するとの覚書を結ばれております。そのような状

況の案件でございます。以上です。 

 

議 長 議案第１０号及び第１１号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

まず議案第１０号について、譲受人が運営する病院の関連施設が、あたり

一帯に点在しておりまして、申請地も敷地の一部のような場所となっており

ます。かねてから駐車場不足ということは聞いておりましたので、駐車場と

しての利用は特別問題ないと思います。 

次に議案第１１号について、７月６日に現地を調査しました。今回の転用

目的は今までにあまり例がないので、事務局、農業委員、町内会の役員、水

利委員に現地に集まってもらい、いろいろ意見を聞きました。今の段階では

詳細が不明という部分も多かったので、いろいろ意見が出ましたが、不許可

とする理由も見当たらないということで、今後の申請者の運営状況を注視し

ていきたいと思います。 

 

議 長 議案第１２号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月３日に農業委員、前任の推進委員及び水利委員の計４人で現地を確認

しました。今回の転用にあたっては特に周辺への影響等はないと考えられま

すので、問題はないと思います。 

 

議 長 事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、この許可申請

についてご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 
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議 長 それでは、議案第８号から第１２号について一括して採決を行います。 

議案第８号から第１２号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 全員賛成ですので、議案第８号から第１２号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第４号 

「農地法第５条第１項の規定による許可に伴う農地転用計画変更承認申請」 

について 

 

議    長 次に、議題第４号「農地法第５条第１項の規定による許可に伴う農地転用

計画変更承認申請」について、事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第１３号について、資料により説明） 

 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました、議案第１３号について、現地調査

をされた推進委員の方にご意見を伺います。 

議案第１３号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月３日に現地確認しました。事務局の説明のとおり、特に問題はないと

思います。 

 

議 長 事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、この許可申請

についてご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議 長 それでは、採決を行います。 

議案第１３号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 全員賛成ですので、議案第１３号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第５号 

「非農地証明の発行」について 
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議    長 次に、議題第５号「非農地証明の発行」について、事務局より説明をお願

いします。 

 

農 地 調 整 係 長 （議案第１４号について、資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第１５号について、資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案について、現地調査をされた推

進委員にご意見を伺います。 

議案第１４号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月３日に現地を確認しました。現地は著しく荒廃し山林化しておりまし

た。農地への復元は困難であると確認いたしました。非農地証明の発行はや

むを得ないと考えます。 

 

議 長 議案第１５号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月１日に現地を確認しましたが、現状はすでに農地とは言えない状況で

す。また地元の町内会長からも話を聞きましたが、２０年以上前から農地で

はなく駐車場として使われているとのことであるため、非農地証明の発行は

やむを得ないと思います。 

 

議    長 

 

事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、ご意見・ご質

問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 

 

それでは、議案第１４号及び第１５号について一括して採決を行います。 

議案第１４号及び第１５号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので、議案第１４号及び第１５号は原案どおり可決しまし

た。 

 

 議題第６号 

「農地の権利移動に係るあっせん委員の指名」について 
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議 長 

 

次に、議題第６号「農地の権利移動に係るあっせん委員の指名」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 （議案第１６号について、資料により説明） 

 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました、議案第１６号について、ご意見・

ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 それでは、採決を行います。 

議案第１６号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので、議案第１６号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第７号 

「埋立許可申請に関する意見」について 

 

議 長 

 

次に、議題第７号「埋立許可申請に関する意見」について、事務局より説

明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第１７号について、資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案について、現地調査をされた推

進委員にご意見を伺います。 

議案第１７号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

事務局からの説明で、ほかに追加することはないのですが、場所的に農地

として利用しにくい場所ですので、致し方ないと思います。 

 

議    長 事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、この許可申請

についてご意見・ご質問はありませんか。 

 

農 業 委 員 

 

議案第１１号の時に聞けばよかったのですが、譲受人である一般社団法人

はどういう事業目的の法人ですか。一般的に公民館というと、福岡市が作る

ものですので、社団法人が作るというのがどういうことかと思いました。 
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西 部 出 張 所 長 

 

こちらの法人の事業目的につきましては、法人登記の履歴事項証明書によ

ると「保健、医療又は福祉の増進に関する事業」「社会教育の推進に関する事

業」「まちづくりの推進に関する事業」「学術、文化、芸術又はスポーツの振

興に関する事業」「人権の擁護又は平和の推進に関する事業」「男女共同参画

社会の形成の促進に関する事業」「子どもの健全育成に関する事業」「職業能

力の開発又は雇用機会の拡充の支援に関する事業」「その他、この法人の目的

を達成するために必要な事業」と書かれています。法人の代表と話したとこ

ろ、もともとスポーツ振興に興味があり、西体育館の稼働率が９９％という

ことで、なかなか利用できないため、中学生高校生のためにスポーツ関連の

施設を建てる目的で社団法人を設立したと聞いております。 

 

農 業 委 員 

 

社団法人は設立済みですか。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

令和５年３月１日に設立されております。 

 

農 業 委 員 

 

どちらかというと公民館というより、スポーツ施設が目的と感じます。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

私も気になり、スポーツだけが目的かと確認したところ、社会教育に関す

る事業も必ず行うと聞いております。民間の社団法人が公民館を作るという

のは初めて聞きましたが、申請者は福岡県の社会教育課とも協議を重ねてお

り、住宅都市局から県に公民館の用に供する施設で間違いないことを確認し

ております 

 

農 業 委 員 

 

分かりました。 

 

議    長 ほかにどなたか、ご質問はありませんか。 

 

農 業 委 員 

 

土砂埋立て条例の申請が出たら、農業委員会に意見を必ず求めるような手

続きになっているのですか。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

農地の場合は、農業委員会に照会が来るようになっております。 

 

農 業 委 員 

 

ということは、今から埋立てするということですね。言葉で内容を説明さ

れましたが、計画図等の書類は全部事務局に来ているのですか。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

計画図や断面図等は事務局に来ております。 

 

農 業 委 員 農業委員会が意見を決定するためには、図面等を見ないことには、判断で 
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 きない。どういう計画図かもわからないで賛成するのは、無責任に感じます。 

 

事 務 局 長 書類審査については事務局の方でしっかりやっております。それを信頼い

ただく前提で、このように議事を進めているわけですが、総会のやり方とし

ては、農業委員の皆さんにご審議いただかざるを得ません。確かに今回、写

真だけでは分かりにくい部分もありましたので、分かりにくいものについて

は、図面等も一緒にスライドに写すなど工夫いたします。 

 

議    長 ほかにどなたか、ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 それでは、採決を行います。 

議案第１７号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（賛成多数） 

 

議    長 賛成多数ですので、議案第１７号は原案どおり可決しました。 

次に報告事項につきましては、書面による報告とし説明は省略しています

が、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

（意見・質問なし） 

 

 案件２ 農政に係る事項 

議題第８号 

「令和５年度農地利用検討部会での検討事項及び農地利用検討部会委員 

の選任」について 

 

議   長 

 

   

 

総 務 係 長 

 

議   長 

 

 

 

それでは、案件２の「農政に係る事項」に移ります。 

議題第８号「令和５年度農地利用検討部会での検討事項及び農地利用検討

部会委員の選任」について、事務局より説明をお願いします。 

 

（議案第１８号について、資料により説明） 

 

事務局から説明のありました、議案第１８号について、ご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

（意見・質問なし） 
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議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

  

 

議   長 

 

 

 

総 務 係 長 

 

議   長 

 

推 進 委 員 

 

 

 

 

総 務 係 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

それでは、採決を行います。 

議案第１８号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第１８号は原案どおりで可決しました。 

 

案件３ 農業委員会の運営に係る事項 

報告第６号 

「農業委員と農地利用最適化推進委員の連携」について 

 

 それでは、案件３の「農業委員会の運営に係る事項」に移ります。 

報告第６号「農業委員と農地利用最適化推進委員の連携」について、事務

局より説明をお願いします。 

 

（報告第６号について、資料により説明） 

 

ただいまの事務局からの説明について、ご意見・ご質問は、ありませんか。 

  

 案件３号の件ですが、本来であれば、市職員がやるべきことや、農業委員

の仕事を我々推進委員が代わりにやっているのではないかという気がしま

す。 

この案件を見ると益々そういった思いを感じますが、どうでしょうか。 

 

平成２８年に農業委員会法が改正になる以前は、推進委員という職はござ

いませんでしたので、その時は現在推進委員が行っている業務を農業委員が

行っておりました。 

農業委員会法が改正された際に、農地等の利用の最適化の推進が非常に重

要な業務として位置づけられ、推進委員という職が新しくでき、農業委員と

推進委員という２つの職に分かれたという経緯がございます。 

その中で農業委員のみ議決権があり、推進委員は現場活動がメインという

ように役割が分かれることになりましたが、福岡市農業委員会においては令

和２年度の総会で議決しましたとおり、農業委員と推進委員が連携して調査

等の現場活動を行っていくことで決定しております。推進委員が農業委員の

代わりに業務を行うということではございません。 

 

今のご発言は、我々事務局職員がもっと頑張るように、ということだと受

け取りました。 
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農 業 委 員 

 

 

 

 

議   長 

 

少ない職員数ではございますけれども、皆さんのいろいろなご意見をくみ

取りながら、我々、頑張って参りたいと思います。 

ご意見がありましたら我々にどうぞおっしゃってください。よろしくお願

いいたします。 

 

農業委員会というのはそもそも独立した行政委員会ですので、誰からも関

与されずに様々な議論を戦わせていいのですが、事務局に申請等を出すと、

あれもだめこれもだめと言われますし、県や国から言われっぱなしで、裁量

がないです。 

 

いろいろな考え方がありますし、農業委員と推進委員が協力して福岡市の

農業を守り、いい方向に持っていければと思っております。この後、各地区

の協議会もございますので、その中で農業委員と推進委員の協力体制を作っ

ていっていただければよりよい運営ができるのではと考えますので、よろし

くお願いいたします。 

その他、ご意見・ご質問等がないようであれば、これで本日予定しており

ました議事は全て終了しました。円滑な進行にご協力いただきありがとうご

ざいました。 

それでは、これで令和５年度第５回福岡市農業委員会総会を閉会します。 

なお、次回の総会は、令和５年８月１０日木曜日１４時３０分からあいれ

ふ１０階講堂での開催を予定しております。 

 
 




